
平成 30年 11月 14日 

こ ど も 家 庭 課 

 
新潟市母子生活支援施設ふじみ苑及びさつき荘の指定管理者の指定について 

 

１ 施設名 

新潟市母子生活支援施設ふじみ苑 

新潟市母子生活支援施設さつき荘 

 

２ 所在地 

ふじみ苑 新潟市東区 

さつき荘 新潟市江南区 

 

３ 指定管理者申請者評価会議 

委 員 市嶋 範恵（新潟市民生委員児童委員協議会連合会青少年・児童部会長） 

委 員 櫻井 隆平（一般社団法人新潟県母子寡婦福祉連合会常任理事・事務局長） 

委 員 木村 淳 （新潟県女性福祉相談所保護支援課長） 

委 員 小金澤 俊裕（弁護士） 

委 員 藤瀬 竜子（新潟青陵大学福祉心理学部社会福祉学科准教授） 

委 員 小武 賢二（公認会計士） 

 

４ 指定管理者（候補者） 

団体名 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 

代表者 会長 関 昭一 

住  所 新潟市中央区八千代１丁目３番１号 

 

５ 予定指定期間 

平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日（５年間） 

 

６ 選定理由 

母子生活支援施設は，様々な事情から保護を必要としている母子を入所させ，自 

立に向けた指導を行っていく「児童福祉施設」であり，高い専門性と安定した継続 

的支援が求められる。このため，より優秀な提案を採用することを目的に公募で申 

請者の募集を行ったところ，現指定管理者である社会福祉法人新潟市社会福祉協議 

会１者より申請があった。 

選定に当たっては，運営の基本方針，運営組織，運営についての提案，危機管理， 

施設維持管理を選定基準とし，新潟市母子生活支援施設指定管理者申請者評価会議 

において評価を行った。 

その後，評価会議における評価結果および意見を参考に検討した結果，上記申請 

者は指定管理者としての業務遂行能力を有するとして指定管理者候補者に選定した。 
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７ スケジュール 

第１回評価会議 ８月１０日（金曜） 

第２回評価会議 ８月２８日（火曜） 

選定要項の配布 ８月３１日（金曜） 

質問受付 ８月３１日（金曜）から９月１４日（金曜）まで 

応募受付 ９月 ３日（月曜）から１０月２日（火曜）まで 

第３回評価会議 １０月 ９日（火曜） 

今後，市議会での審議・議決を経て，指定管理者に指定される。 

 

８ 現指定管理期間の評価 

（１）指定管理者 

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 

（２）指定期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日（５年間） 

（３）総評 

入所者が抱える問題を整理し，それぞれの自立支援計画の策定や，実際に行った 

支援内容の記録を行っている。また，支援にあたる職員間で情報を共有しながら適 

正な支援に努めており，支援の押し付けにならないよう入所者の意向も反映させて 

いる。 

そのほか，地域社会への参加支援や，退所者に対しても継続した支援を行ってお 

り，総合的に指定管理者として優良と評価する。 




